
JP 2019-205604 A 2019.12.5

10

(57)【要約】
【課題】パワー画像、速度画像等の血流画像の視認性を
高める。
【解決手段】血流画像としてのパワー画像６４に基づい
て、反射モデルにおいて用いられる深さマップ６８が生
成される。反射モデルに従って、深さマップから反射画
像７０が生成される。反射画像７０をパワー画像６４に
合成することにより、強調済みパワー画像が生成される
。同様の方法により強調済み速度画像が生成されてもよ
い。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　生体内の二次元領域における血流を表す血流画像に基づいて、疑似的な深さマップを生
成する深さマップ生成手段と、
　前記深さマップに基づいて、前記血流の空間的変化を強調するための強調画像を生成す
る強調画像生成手段と、
　前記強調画像を用いて前記血流画像を加工する加工手段と、
　を含むことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記深さマップは、前記血流画像に基づいて定義される仮想的な三次元空間において前
記血流画像に対して反射モデルを適用するためのものであり、
　前記強調画像生成手段は、前記反射モデルに基づいて前記深さマップから前記強調画像
としての反射画像を生成する反射画像生成手段である、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項３】
　請求項２記載の装置において、
　前記加工手段は、前記血流画像に前記反射画像を合成して、強調済み血流画像を生成す
る、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項４】
　請求項３記載の装置において、
　前記血流画像をカラー血流画像に変換するカラー変換手段を含み、
　前記反射画像はカラー画像であり、
　前記加工手段は前記カラー血流画像に対して前記カラー画像としての前記反射画像を合
成する、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項５】
　請求項４記載の装置において、
　前記反射画像は光沢表現用の白色系画像である、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項６】
　請求項２記載の装置において、
　前記反射画像生成手段は、
　前記深さマップに基づいて勾配マップを生成する手段と、
　前記勾配マップに基づいて前記反射画像を生成する手段と、
　を含むことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項７】
　請求項１記載の装置において、
　前記血流画像はドプラ情報のパワーの分布を表すパワー画像であり、
　前記深さマップ生成手段は、前記パワー画像を構成する各パワーに基づいて前記深さマ
ップを構成する各深さを決定し、
　前記深さマップ生成手段は、パワーが大きくなればなるほどより小さな深さを決定する
関数を有する、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項８】
　請求項１記載の装置において、
　前記血流画像は速度画像であり、
　前記深さマップ生成手段は、前記速度画像を構成する各速度の絶対値に基づいて前記深
さマップを構成する各深さを決定し、



(3) JP 2019-205604 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

　前記深さマップ生成手段は、速度の絶対値が大きくなればなるほどより小さな深さを決
定する関数を有する、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項９】
　請求項１記載の装置において、
　前記強調画像生成手段は、前記深さマップ及び分散マップに基づいて、前記強調画像を
生成する、
　ことを特徴とする血流画像処理装置。
【請求項１０】
　血流画像処理装置が実行する血流画像処理方法であって、
　生体内の二次元領域における血流を表す血流画像に基づいて、疑似的な深さマップを生
成する工程と、
　反射モデルに基づいて、前記深さマップから前記血流の空間的変化を強調するための強
調画像を生成する工程と、
　前記強調画像を前記血流画像に合成し、強調済み血流画像を生成する工程と、
　を含むことを特徴とする血流画像処理方法。
【請求項１１】
　血流画像処理装置が血流画像処理方法を実行するためのプログラムであって、
　生体内の二次元領域における血流を表す血流画像に基づいて、疑似的な深さマップを生
成する機能と、
　反射モデルに基づいて、前記深さマップから前記血流の空間的変化を強調するための強
調画像を生成する機能と、
　前記強調画像を前記血流画像に合成し、強調済み血流画像を生成する機能と、
　を含むことを特徴とするプログラム。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は血流画像処理装置及び方法に関し、特に血流画像の加工に関する。
【背景技術】
【０００２】
　医療の分野において、超音波診断装置が活用されている。超音波診断装置は、生体への
超音波の送受波により得られた受信信号に基づいて超音波画像を形成する装置である。超
音波画像として、断層画像、血流画像、等が知られている。血流画像は、一般に、生体内
におけるビーム走査面（二次元データ取込領域）内の血液の流れを二次元表現したもので
ある。
【０００３】
　血流画像の具体例として、パワー画像、速度画像等があげられる。パワー画像は、生体
内から得られたドプラ情報のパワーの二次元分布を表した画像である。速度画像は、生体
内から得られたドプラ情報に基づいて演算される速度の二次元分布を表した画像である。
速度画像においては、正方向の流れ（プローブに近付いてくる流れ）が例えば暖色系の色
相で表現され、負方向の流れ（プローブから遠ざかる流れ）が例えば寒色系の色相で表現
される。その場合、各方向における速度の大きさが輝度で表現される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開平１１－２０６７６８号公報
【特許文献２】特許３９４６８１５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】



(4) JP 2019-205604 A 2019.12.5

10

20

30

40

50

【０００５】
　二次元の血流画像において視認性を高めることが望まれている。換言すれば、二次元領
域内における血液の流れの空間的な変化を強調表現することが望まれている。
【０００６】
　特許文献１には、血流を疑似的に立体表現することが記載されている。特許文献２には
、血流の速度分布を疑似的に立体表現することが記載されている。しかし、いずれの特許
文献にも、疑似的な深さマップの生成及びその利用については記載されていない。
【０００７】
　本発明の目的は、血流画像の視認性を高めることにある。あるいは、本発明の目的は、
二次元領域における血液の流れの空間的な変化を強調表現することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明に係る血流画像処理装置は、生体内の二次元領域における血流を表す血流画像に
基づいて、疑似的な深さマップを生成する深さマップ生成手段と、前記深さマップに基づ
いて、前記血流の空間的変化を強調するための強調画像を生成する強調画像生成手段と、
前記強調画像を用いて前記血流画像を加工する加工手段と、を含むものである。
【０００９】
　本発明に係る血流画像処理方法は、血流画像処理装置が実行する血流画像処理方法であ
って、生体内の二次元領域における血流を表す血流画像に基づいて、疑似的な深さマップ
を生成する工程と、反射モデルに基づいて、前記深さマップから前記血流の空間的変化を
強調するための強調画像を生成する工程と、前記強調画像を前記血流画像に合成し、強調
済み血流画像を生成する工程と、を含むものである。
【００１０】
　上記方法は、ハードウエアの機能又はソフトウエアの機能として実現され、後者の場合
、その機能を実現するプログラムが、可搬型記憶媒体又はネットワークを介して、血流画
像処理装置へインストールされる。血流画像処理装置の概念には、超音波診断装置、情報
処理装置等が含まれる。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、血流画像の視認性を高められる。あるいは、本発明によれば、二次元
領域内における血液の流れの空間的な変化を強調表現できる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】実施形態に係る超音波診断装置の構成を示すブロック図である。
【図２】深さマップを示す概念図である。
【図３】反射モデルを示す概念図である。
【図４】反射画像生成部及び表示処理部の第１構成例を示すブロック図である。
【図５】反射画像の生成を説明するための図である。
【図６】強調済みパワー画像の一例を示す図である。
【図７】強調済み速度画像の一例を示す図である。
【図８】他の強調済み血流画像を示す図である。
【図９】ガイダンス像の操作を説明するための図である。
【図１０】反射画像生成部及び表示処理部の第２構成例を示すブロック図である。
【図１１】反射画像生成部及び表示処理部の第３構成例を示すブロック図である。
【図１２】反射画像生成部及び表示処理部の第４構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、実施形態を図面に基づいて説明する。
【００１４】
　（１）実施形態の概要
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　実施形態に係る血流画像処理装置において、深さマップ生成手段は、生体内の二次元領
域における血流を表す血流画像に基づいて、疑似的な深さマップを生成し、強調画像生成
手段は、深さマップに基づいて血流の空間的変化を強調するための強調画像を生成し、加
工手段は、強調画像を用いて血流画像を加工する。
【００１５】
　対象物を立体的又は写実的に表現するための技術として、各種のレンダリング技術が提
案されている。いずれのレンダリング技術を採用する場合でも、対象物についての三次元
データが必要となる。血流画像は二次元データであり、血流画像それ自体に対してレンダ
リング技術を適用しても、血流を立体的に表現することはできない。
【００１６】
　これに対し、上記構成によれば、血流画像に基づいて、疑似的な奥行き情報である深さ
マップ（高低マップ）が人工的に生成される。つまり、二次元データから疑似的な三次元
データが生成される。深さマップに対するレンダリング技術（あるいは立体表現技術）の
適用により、血液の流れの空間的な変化が強調された強調画像を得て、その強調画像に基
づいて血流画像を加工することが可能となる。
【００１７】
　実施形態において、血流画像は、典型的には、パワー画像、速度画像である。実施形態
において、レンダリングに際しては、立体表現モデルが利用される。立体表現モデルは、
望ましくは、反射モデルである。反射モデルとして、鏡面反射モデル及び拡散反射モデル
が知られているところ、実施形態では、鏡面反射モデルが採用されている。それ以外の反
射モデルが採用されてもよい。血流画像の加工の概念には、血流画像に対する強調画像の
合成の他、強調画像に基づく血流画像の補正、等が含まれる。血流画像上において輝度の
大小又は色相の変化がより強調されるように、血流画像の加工が行われるようにするのが
望ましい。血流画像は動画像及び静止画像のいずれであってもよい。
【００１８】
　実施形態において、深さマップは、血流画像に基づいて定義される仮想的な三次元空間
において血流画像に対して反射モデルを適用するためのものであり、強調画像生成手段は
、反射モデルに基づいて、深さマップから強調画像としての反射画像を生成する反射画像
生成手段である。反射画像は、凹凸又は大小を強調する作用を発揮する画像であり、その
ような反射画像に基づいて血流画像を加工すれば、血流の空間的な変化を強調することが
可能となる。
【００１９】
　実施形態において、加工手段は、血流画像に反射画像を合成して、強調済み血流画像を
生成する。反射画像の合成によれば、血流画像における特定の部分を強調することが可能
となる。実施形態に係る血流画像処理装置は、血流画像をカラー血流画像に変換するカラ
ー変換手段を含み、反射画像はカラー画像であり、加工手段はカラー血流画像に対してカ
ラー画像としての反射画像を合成する。両画像の合成後にカラー変換を行うことも可能で
あるが、カラー変換後の合成によれば、反射画像の内容を個別的に調整し易い。
【００２０】
　実施形態において、反射画像は光沢表現用の白色系画像である。この構成によれば、血
流画像において、例えば、パワーや速度が大きい部分を識別表現、立体表現又は強調表現
することが可能となる。白色系画像は、白色で表現された画像、及び、白色に近い色又は
機能的に見て白色と同視できる色で表現された画像である。
【００２１】
　実施形態において、反射画像生成手段は、深さマップに基づいて勾配マップを生成する
手段と、勾配マップに基づいて反射画像を生成する手段と、を含む。勾配マップの生成は
反射モデルを適用するに際しての前提となるものである。勾配マップは法線ベクトルマッ
プを包含する概念である。
【００２２】
　実施形態において、血流画像はドプラ情報のパワーの分布を表すパワー画像であり、深
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さマップ生成手段は、パワー画像を構成する各パワーに基づいて深さマップを構成する各
深さを決定し、深さマップ生成手段は、パワーが大きくなればなるほどより小さな深さを
決定する関数を有する。この構成によれば、パワー画像においてパワーの大きな部分が自
然に強調される。例えば、その部分が明るく、輝いて表現される。
【００２３】
　実施形態において、血流画像は速度画像であり、深さマップ生成手段は、速度画像を構
成する各速度の絶対値に基づいて深さマップを構成する各深さを決定し、深さマップ生成
手段は、絶対値が大きくなればなるほどより小さな深さを決定する関数を有する。この構
成によれば、速度画像において速度の絶対値の大きな部分が自然に強調される。例えば、
その部分が明るく、輝いて表現される。
【００２４】
　実施形態において、強調画像生成手段は、深さマップ及び分散マップに基づいて、強調
画像を生成する。通常、血流情報の演算に際しては、パワー、速度及び分散が演算される
。上記構成は、分散を強調画像の生成に活用するものである。例えば、反射モデルに対し
て、血流表面の粗さの代わりに、分散を与えるようにしてもよい。
【００２５】
　（２）実施形態の詳細
　図１には、実施形態に係る血流画像処理装置が示されている。この血流画像処理装置は
、医療機関等において設置され、生体への超音波の送受波により得られた受信情報に基づ
いて超音波画像を形成する超音波診断装置である。超音波画像として、生体組織を表す断
層画像、及び、血流を表す血流画像が挙げられる。後者の血流画像には、パワー画像、及
び、速度画像が挙げられる。超音波診断装置で生成された血流画像データがＰＣ等の情報
処理装置において処理されてもよい。その場合、その情報処理装置が血流画像処理装置に
該当し得る。
【００２６】
　図１において、プローブ１０は可搬型の送受波器である。図示の例では、プローブ１０
の送受波面が生体１１の表面に当接されている。プローブ１０は、一次元配列された複数
の振動素子からなる振動素子アレイを有している。振動素子アレイによって超音波ビーム
が形成され、それが電子的に走査される。これによりビーム走査面１２が形成される。図
１において、ｒ方向は深さ方向であり、θ方向は電子走査方向である。電子走査方式とし
て、電子セクタ走査方式、電子リニア走査方式（電子コンベック走査方式を含む）等が知
られている。体腔内に挿入されるプローブが用いられてもよい。１Ｄ振動素子アレイに代
えて、２Ｄ振動素子アレイが設けられてもよい。もっとも、実施形態に係る超音波診断装
置によれば、後に詳述するように、２Ｄ振動素子アレイを用いることなく、疑似的に立体
表現された血流画像を生成することが可能である。なお、通常、断層画像形成用の超音波
ビームとドプラ情報取得用の超音波ビームとが別々に形成される。
【００２７】
　送信部１４は、送信時において、振動素子アレイに対して、遅延処理された複数の送信
信号を並列的に出力する送信ビームフォーマーである。送信ビームフォーマーの実体は電
子回路である。一方、受信時において、生体内からの反射波が振動素子アレイにおいて受
波されると、振動素子アレイから受信部１６へ複数の受信信号が並列的に出力される。受
信部１６は、複数の受信信号を遅延加算（整相加算）し、これにより遅延加算後の受信信
号であるビームデータを出力する。すなわち、受信部１６は受信ビームフォーマーである
。その実体は電子回路である。受信部１６は、具体的には、複数のアンプ、複数のＡ／Ｄ
変換器、複数の遅延器、加算器等を備える。実施形態においては、受信部１６内に、複素
信号変換回路としての直交検波回路が設けられている。なお、電子走査方向に並ぶ複数の
ビームデータにより受信フレームデータが構成される。各ビームデータは深さ方向に並ぶ
複数のエコーデータにより構成される。
【００２８】
　断層画像形成部１８は、断層画像形成手段として機能し、それは、ビームデータ処理回
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路、デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）、等を有する電子回路である。ビームデータ
処理回路は、各ビームデータに対して、振幅演算、対数変換、相関処理、等を適用する電
子回路である。ＤＳＣは、座標変換機能、補間機能、フレームレート変換機能、等を有す
る。ＤＳＣによって、複数の受信フレームデータから複数の断層画像データが生成される
。各断層画像データは生体組織の断面を表すＢモード画像データである。各断層画像デー
タが表示処理部２４へ送られている。断層画像形成部１８が、プログラムに従って動作す
る１又は複数のプロセッサにより構成されてもよい。あるいは、後述する制御部２８が断
層画像形成部１８として機能してもよい。図１において、ｂｗは、断層画像を構成する各
画素の画素値（輝度値）を表している。
【００２９】
　血流画像形成部２０は、血流画像形成手段として機能するものであり、ドプラ情報処理
回路、デジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）、等を有する電子回路である。ドプラ情報
処理回路には、複素信号としての各ビームデータが入力され、各ビームデータに基づいて
、二次元座標ごとに、パワー、速度（平均速度）及び分散（速度のばらつき）が演算され
る。具体的には、ドプラ情報処理回路は、ウォールモーションフィルタ、自己相関器、パ
ワー演算器、速度演算器、分散演算器等を有する。ＤＳＣは、上記のとおり、座標変換機
能、補間機能、フレームレート変換機能、等を有する。プログラムに従って動作する１又
は複数のプロセッサにより血流画像形成部２０が構成されてもよい。あるいは、後述する
制御部２８が血流画像形成部２０として機能してもよい。図１において、ｐはパワーを示
しており、±ｖは正負の速度を示している。この他、分散σが表示処理部２４へ出力され
得る。なお、パワーｐ、速度±ｖ、及び、分散σは、画素単位で演算され、表示処理部２
４へ出力される。
【００３０】
　反射画像生成部２２は、強調画像生成手段又は反射画像生成手段として機能するもので
ある。反射画像生成部２２は、レンダリングのためのモデルとしての反射モデルに基づい
て、血流画像（パワー画像、速度画像）から疑似的な深さマップを人工的に生成すると共
に、その深さマップに基づいて反射画像を生成する電子回路である。実施形態において、
反射画像は、血流画像中における、周囲より際立って大きなパワー又は速度を有する部分
を、光沢感をもって強調表現するための画像である。換言すれば、反射画像は、血流画像
を加工するための画像である。反射画像生成部２２が、プログラムに従って動作する１又
は複数のプロセッサにより構成されてもよい。あるいは、後述する制御部２８が反射画像
生成部２２として機能してもよい。図１において、Ｉspecは、画素単位の反射光の強度つ
まり輝度を示している。反射画像生成部２２の具体的な構成及び作用については後に詳述
する。
【００３１】
　実施形態においては、座標変換後の血流画像に基づいて反射画像が生成されているため
、反射画像生成部２２内には上記ＤＳＣが設けられていない。もっとも、座標変換前の血
流画像（受信フレームデータ）に基づいて反射画像を生成するようにしてもよい。その場
合、血流画像への反射画像の合成が座標変換前に行われても座標変換後に行われてもよい
。もっとも、実施形態の構成によれば、後述するように、カラー画像としての血流画像に
対してカラー画像としての反射画像が合成されるため、反射画像の内容を個別的に自在に
定めやすいという利点を得られる。
【００３２】
　表示処理部２４は、合成手段及びカラー変換手段として機能するものであり、それは、
画像合成機能、カラー変換機能等を有する。表示処理部２４により、ユーザー選択された
動作モード又は表示モードに従う表示画像が構成される。ＣＦＭ（Color Flow Mapping）
モードにおいては、白黒のＢモード断層画像上にカラーの血流画像（パワー画像又は速度
画像）が合成され、それにより生成されたＣＦＭ画像が表示器２６に表示される。ＣＦＭ
モードが選択され、更に、血流画像の強調がユーザーにより指示された場合、カラーの血
流画像（パワー画像又は速度画像）に対してカラーの反射画像が合成され、これにより強
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調済み血流画像が生成される。その強調済み血流画像が断層画像に合成され、それにより
生成されたＣＦＭ画像が表示器２６に表示される。
【００３３】
　ＣＦＭモードが選択された場合には、常に、強調済み血流画像が表示されるようにして
もよい。血流画像の種別（パワー画像、速度画像）は、ユーザーにより選択される。強調
済み血流画像が単独で表示されもよい。深さマップ、勾配（法線ベクトル）マップ、等の
中間画像が表示されてもよい。反射画像が血流画像に合成されることなく、別の目的で利
用されてもよい。例えば、反射画像に基づいて計測が実行されてもよい。表示処理部２４
が、プログラムに従って動作する１又は複数のプロセッサにより構成されてもよい。ある
いは、後述する制御部２８が表示処理部２４として機能してもよい。表示器２６は、ＬＣ
Ｄ、有機ＥＬ表示デバイス、その他の表示デバイスによって構成され得る。
【００３４】
　制御部２８は、制御手段として機能するものであり、それはＣＰＵ及び動作プログラム
によって構成される。制御部２８は、図１に示される各構成の動作を制御する。特に、実
施形態において、制御部２８は、反射画像の生成及び合成を制御する。制御部２８には操
作パネル３０が接続されている。操作パネル３０は、複数のスイッチ、複数のボタン、ト
ラックボール、キーボード等を備える入力デバイスである。反射モデルの定義に際しては
、操作パネルを利用して、ユーザーにより、光源の位置、視線（視点）の位置等の各種パ
ラメータを設定し又は変更し得る。
【００３５】
　図２には、深さマップの生成方法が示されている。二次元空間３２はｘ軸（水平軸）及
びｙ軸（垂直軸）によって定義される空間であり、その二次元空間３２内に血流画像３６
が存在している。血流部３８中における点ａの座標が（ｘ，ｙ）で表されている。一方、
三次元空間３４は、二次元空間３２に対して、深さ軸としてのｚ軸を追加したものに相当
し、その内部の点ｂの座標が（ｘ、ｙ、ｚ）で表されている。
【００３６】
　実施形態においては、血流画像を構成する画素ごとに、深さｚが計算される。具体的に
は、後に詳述するように、画素の輝度値Ｉ（パワーｐ又は速度ｖの絶対値）から、深さｚ
が計算される。その計算に際しては、例えば、輝度値Ｉが大きければ大きいほど深さｚを
より小さくする作用をもった変換式が利用される。深さ軸を含んだ三次元空間３４は、実
際の空間ではなく、反射モデルの適用のために人工的に定義された仮想的な空間である。
二次元空間３２と三次元空間３４との間で、ｘ軸及びｙ軸は共通である。三次元空間３４
は血流画像３６に基づいて定義される空間であるとも言える。三次元空間３４内において
は、複数の深さｚが分布し、それが深さマップ４２を構成する。深さｚの最小値は０であ
り、その最大値はｚ-maxである。例えば、z-maxは２５５である。深さマップ４２は、三
次元空間３４内において、三次元の形態を有している。実施形態においては、深さマップ
４２を三次元物体とみなし、それに対して反射モデルが適用される。
【００３７】
　図３に基づいて、反射モデル（鏡面反射モデル）２００について説明する。深さマップ
４２を三次元物体とみなすことにより、深さマップ４２上の点ｂについて、それに接する
平面４４を定義することが可能となる。平面４４は傾きを有する。実施形態では、その傾
きが法線ベクトルＮで表現される。また、その点ｂについて、光源ベクトルＬ及び視線ベ
クトルＶが定義される。光源及び視点が固定点として定められてもよいし、それらがユー
ザーによって変更されてもよい。半角ベクトル（ハーフベクトル）Ｈは、光源ベクトルＬ
と視線ベクトルＶとがなす角度を二等分するベクトルである。反射モデルに対して、それ
らのベクトルを与えることにより、点ｂについて、反射光の強度Ｉspecを演算することが
可能となる。血流画像を構成する画素ごとに演算される反射光の強度Ｉspecの集合体とし
て、反射画像が構成される。三次元物体を立体的又は写実的に表現するためのレンダリン
グに関しては、様々なモデルが提案されている。その中において、血流の空間的な変化を
強調できるモデルを採用するのが望ましく、特に、上記のように鏡面反射モデルを採用す
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るのが望ましい。具体的な計算式については後述する。
【００３８】
　図４には、反射画像生成部及び表示処理部の第１構成例が示されている。表示処理部２
４は、カラー変換手段として機能するカラー変換部４６、加工手段又は合成手段として機
能する加算器４８、及び、合成部５０を有している。カラー変換部４６は、血流画像（パ
ワー画像又は速度画像）をカラー画像に変換するものである。加算器４８は、カラー画像
としての血流画像に対して、カラー画像としての強調画像を合成し、強調済み血流画像を
生成するものである。合成部５０は、カラー画像としての強調済み血流画像と、背景画像
としての白黒の断層画像と、を合成するものである。
【００３９】
　反射画像生成部２２は、深さマップ生成器５２、勾配マップ演算器５４及び反射画像生
成器５６を有している。深さマップ生成器５２は、深さマップ生成手段として機能し、そ
れには、血流画像としてのパワー画像又は速度画像が入力される。深さマップ生成器５２
にパワー画像が入力された場合、深さマップ生成器５２は、パワー画像における画素ごと
に、パワーを深さに変換し、これによって複数の深さからなる深さマップを生成する。一
方、深さマップ生成器５２に速度画像が入力された場合、深さマップ生成器５２は、速度
画像における画素ごとに、速度の絶対値を深さに変換し、これによって複数の深さからな
る深さマップを生成する。いずれの深さマップも、実際の深さ分布を示すものではなく、
反射モデルの適用のために人工的に作出された模擬的な形態情報である。
【００４０】
　深さマップ生成器５２において、パワーｐから深さｚを求める際には、例えば、以下の
（１）式が演算される。
【００４１】
【数１】

【００４２】
　上記（１）式において、深さｚの最小値は０であり、深さｚの最大値は２５５である。
最大値である２５５からパワーｐを減算して得られた値に対して係数ｋを乗じることによ
って、深さｚが演算されている。上記（１）式によれば、パワーｐが大きくなればなるほ
ど、より小さな深さｚが算出される。
【００４３】
　一方、深さマップ生成器５２において、速度ｖから深さｚを求める際には、例えば、以
下の（２）式が演算される。
【００４４】
【数２】

【００４５】
　上記（２）式においても、深さｚの最小値は０であり、深さｚの最大値は２５５である
。最大値である２５５から速度ｖの絶対値を減算して得られた値を２倍し且つそれに係数
ｋを乗じることによって、深さｚが演算されている。上記（２）式によれば、速度ｖの絶
対値が大きくなればなるほど、より小さな深さｚが算出される。
【００４６】
　数式演算に代えてルックアップテーブル（ＬＵＴ）によって、パワーｐ又は速度ｖから
深さｚが演算されてもよい。例えば、以下の（３－１）又は（３－２）が利用されてもよ
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い。それらの式中のlutはＬＵＴでの変換を表している。
【００４７】
【数３】

【００４８】
　以下の（４）式に示すように、多項式、対数関数等の所望の関数ｆ（Ｉ）に基づいて深
さｚが演算されてもよい。ここで、関数の引数であるＩは輝度であり、輝度Ｉは、パワー
ｐ、又は、速度ｖの絶対値である。
【００４９】
【数４】

【００５０】
　図４において、勾配マップ演算器５４は、勾配マップ演算手段として機能し、それは、
深さマップに対して空間微分処理を施すことにより、勾配マップを生成するものである。
具体的には、深さマップ上の個々の点ごとに、その点に接する平面の傾きが演算され、こ
れにより、複数の傾きの分布として勾配マップが構成される。実際には、各地点に接する
平面の傾きとして、その平面の法線ベクトルが演算されている。すなわち、実施形態にお
いては、勾配マップは法線ベクトルマップとして構成されている。
【００５１】
　反射画像生成器５６は、反射画像生成手段の要部を構成するものであり、それは、勾配
マップ（法線ベクトルマップ）に基づいて反射画像を生成するものである。具体的には、
例えば、反射モデル（鏡面反射モデル）に従う以下の（５）式に基づいて、反射画像を構
成する各画素の輝度（視点において観測される反射光の強度）Ｉspecが演算される。
【００５２】

【数５】

【００５３】
　上記（５）式の分子において、ρsは、鏡面反射係数である。Ｆはフレネル項であり、
それは半角ベクトルＨ及び光源ベクトルＬによって定義されるものである。Ｄは分布関数
あるいは法線分布項であり、物体表面のばらつきに相当する。Ｇは幾何減衰項であり、そ
れは、半角ベクトルＨ、光源ベクトルＬ、視線ベクトルＶ及び法線ベクトルＮによって定
義されるものである。上記（５）式の分母には、法線ベクトルＮと視線ベクトルＶの内積
、及び、法線ベクトルＮと光源ベクトルＬの内積が含まれる。上記（５）式それ自体は公
知の計算式である。符号５８で示されるように、反射光の強度の計算で必要となるパラメ
ータがユーザーにより与えられる。その場合、プリセットされたパラメータが利用されて
もよい。超音波の送受信条件やドプラ情報に基づいて、パラメータが自動的に決定されて
もよい。
【００５４】
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　上記分布関数Ｄを血流速度の分散σの関数とすることも可能である。その場合、次の（
６）式に従って、反射光の強度Ｉspecが演算される。
【００５５】
【数６】

【００５６】
　分布関数Ｄに代えて分散σを利用してもよい。それを以下の（７）式に示す。
【００５７】
【数７】

【００５８】
　上記（７）式によれば、計算量を削減でき、しかも分散σがより反映された反射画像を
得ることが可能となる。なお、分散σは座標（ｘ，ｙ）ごとに演算されるものである。複
数の画素に対応する複数の分散σにより分散マップが構成される。
【００５９】
　図４において、以上のように生成された反射画像は、加算器４８において、カラー変換
後の血流画像に対して重畳される。実施形態では、反射画像は白色画像として構成されて
おり、Ｒ，Ｇ，Ｂの比率は１：１：１である。そのような反射画像をパワー画像に合成し
た場合、パワーの大きな部分が白く輝いて強調表現される。そのような反射画像を速度画
像に合成した場合、速度の絶対値の大きな部分が白く輝いて強調表現される。
【００６０】
　カラー変換部６０を追加的に設け、そのカラー変換部６０において、反射画像に対して
色付けを行うようにしてもよい。加算器４８に代えて他の加工手段を設けてもよい。例え
ば、反射画像に基づいて血流画像の色相又は輝度を強調する補正処理を行うようにしても
よい。カラー変換後の血流画像６２が深さマップ生成器５２に送られ、そのような血流画
像６２に基づいて深さマップが生成されてもよい。複数の処理方式の中から状況に適合し
た処理方式が自動的に又はマニュアルで選択されてもよい。
【００６１】
　図５には、反射画像の生成過程が示されている。表示エリア６５内には関心領域（ＲＯ
Ｉ）６６が定められ、その内部にパワー画像６４が存在している。符号６３は送受信原点
を示している。関心領域６６は、例えば、心臓内の左室の全部又は一部をカバーする領域
である。実施形態においては、パワー画像（カラー変換前のパワー画像又はカラー変換後
のパワー画像）に基づいて、深さマップ６８が生成される。深さマップは、二次元エリア
内におけるパワーの分布に相当するものである。反射モデルの下で、深さマップ６８に基
づいて反射画像７０が生成される。反射画像７０は、血流の空間的な変化を強調するため
の強調画像である。なお、実施形態では、反射画像は白色系の画像であるが、図５におい
ては、観察の便宜のために、白黒反転された反射画像が示されている。
【００６２】
　図６には、強調済みパワー画像７２が示されている。この強調済みパワー画像７２は、
図５に示したパワー画像に対して反射画像を合成することにより生成されたものである。
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パワーの大きな部分が強調部分７３とされており、つまり、その部分が白色表現又は光沢
表現されている。これにより、血流の空間的な変化を明瞭に表現することが可能となり、
パワー画像の視認性を高められる。
【００６３】
　図７には、強調済み速度画像７４が示されている。この強調済み速度画像７４は、速度
画像に対して反射画像を合成することにより生成されたものである。速度の絶対値の大き
な部分が強調表現されている。具体的には、暖色系のカラーにより表現された正方向血流
像７６中には正方向強調部分８０が含まれ、寒色系のカラーにより表現された負方向血流
像７８中には負方向強調部分８２が含まれる。それらの強調部分８０，８２は白色表現さ
れあるいは輝くように表現される。これにより、血流の空間的な変化を明瞭に表現するこ
とが可能となり、速度画像の視認性を高められる。特に、弁閉鎖不全により生じる逆流の
視認性を向上することが可能となる。
【００６４】
　図８には、頚動脈が示されている。血管壁８６の内部８８にはパワー画像８４が表現さ
れている。パワーの大きな中心部分９０が反射画像の合成によって強調表現されている。
なお、プローブ９２に対する垂直軸に対して偏向角度φだけ傾けられた超音波ビーム９４
がリニア走査され、これによってパワー画像８４が形成される。
【００６５】
　図９には、他の表示例が示されている。強調済み血流画像１０２に隣接してガイダンス
像１０４を表示するようにしてもよい。ガイダンス像１０４は、例えば、三次元空間を示
すワイヤフレーム１０６、ビーム走査面を示すマーク１０８、光源を示すマーク１１０、
視点を示すマーク１１２等を有する。例えば、操作パネル３０を利用して、マーク１１０
，１１２を操作して、光源や視点の位置を変更してもよい。その場合において、リアルタ
イムで変化する反射画像を観察しながら、最適な光源の位置及び視点の位置の組み合わせ
を見出すようにしてもよい。ｚ方向に平行な投影光及びｚ方向に平行な視線を設定するよ
うにしてもよい。
【００６６】
　図１０には、反射画像生成部及び表示処理部の第２構成例が示されている。図１０にお
いて、図４に示した構成と同様の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。この第
２構成例では、表示処理部２４Ａにおいて、乗算器４８Ａの前段に合成部５０Ａが設けら
れている。すなわち、血流画像と断層画像の合成が行われた上で、合成画像に対して反射
画像が生成されている。この構成によっても血流画像を強調処理することが可能である。
なお、断層画像を事後的に合成する場合、反射画像が断層画像によって覆われてしまう可
能性が生じるが、第２構成例によれば、そのような問題が生じることを回避できる。
【００６７】
　図１１には、反射画像生成部及び表示処理部の第３構成例が示されている。図１１にお
いて、図４に示した構成と同様の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。この第
３構成例では、反射画像生成部２２Ａ内の反射画像生成器５６に対して分散σが入力され
ており、分散σを考慮しつつ反射画像が生成されている。その場合には、例えば、上記の
（６）式又は（７）式が利用される。第３構成例によれば、反射画像に分散を反映させる
ことができるので、つまり速度のばらつきの程度を反射画像上で表現することが可能とな
る。
【００６８】
　図１２には、反射画像生成部及び表示処理部の第４構成例が示されている。図１２にお
いて、図４に示した構成と同様の構成には同一符号を付し、その説明を省略する。この第
４構成例では、反射画像生成部２２Ｂ内において、深さマップ生成器の前段に選択部１１
４が設けられている。選択部１１４は、パワー画像及び速度画像の内の一方の画像を選択
する機能、並びに、速度画像が選択された場合に正方向の成分及び負方向の成分の内で一
方又は両方を選択する機能を有する。この選択部によって、例えば、負方向の成分が選択
された場合、負方向の成分に基づいて反射画像が生成されることになり、血流画像におい
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調表現されてもよい。あるいは、正方向の流れ及び負方向の流れに対して、それぞれ別の
強調処理が施されるようにしてもよい。
【００６９】
　上記実施形態によれば、血流画像に基づいて、疑似的な奥行き情報である深さマップ（
高低マップ）が人工的に生成される。つまり、二次元データから疑似的な三次元データが
生成される。深さマップに対するレンダリング技術（あるいは立体表現技術）の適用によ
り、血液の流れの空間的な変化が強調された強調画像を得て、その強調画像に基づいて血
流画像を強調処理することが可能となる。上記実施形態では反射画像が血流画像に合成さ
れていたが、反射画像を他の画像に合成する変形例が考えられる。例えば、Ｂモード画像
に反射画像が合成されてもよい。反射画像がそれ単独で計測対象となってもよい。表現方
法の異なる複数の反射画像を生成し、それらを血流画像に重み付け合成してもよい。ボリ
ュームデータから切り出された面データ（二次元の血流画像）に対して上記処理が適用さ
れてもよい。
【符号の説明】
【００７０】
　１０　プローブ、１８　断層画像形成部、２０　血流画像形成部、２２　反射画像生成
部、２４　表示処理部、５２　深さマップ生成器、５４　勾配マップ演算器、５６　反射
画像生成器、２００　反射モデル。
 

【図１】 【図２】

【図３】
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